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木材の供給から流通、加工、市内外での木材利用の促進など、林業の活性化に取り組みます。あわせて、市内の森林の状
況に応じた林内作業路や林道等の基盤整備、人材の育成に取り組みます。また、間伐等による適切な維持管理や多様な
森林づくりを促進し、森林の保全・育成を図ります。
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２．施策の意図と成果指標

対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 民有林（市有林を含む）、市民

 意図（この施策によって対象をどう変えるのか）
間伐等による適切な森林の維持管理や多様な森林づくりを促進し、森林の保全・育成及び森
林資源の有効活用を図る。

成果指標 Ａ

１．施策の目標

めざす姿
（成果目標）

林業の経営が安定的に継続されており、あわせて森林が適切に保全されている。

民有林に占める保安林の割合 ％
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　森林の適切な管理のため、森林経営計画の作成促進や森林経営管理制度に基づき森林整備を進め、林業経営が安定的に継続するよう、林
業機械やスマート林業機器等の導入補助及び林業の担い手の育成と確保のための支援を継続する。また、森林・林業の意義や木材利用促進に
関する普及啓発に努める。この取組を進めることにより、森林の持つ多面的機能を発揮するとともに木材生産の一層の拡大を推進する。

4．これまでの取組・成果

【市産木材の利用促進】
市内小・中学校へ市産木材を使用した木製机椅子の導入を行い、令和６年度までに約4,300組の導入を行った。
【効率的な供給体制の整備】
林業事業体に対し高性能林業機械の導入補助を行い、令和６年度はフォワーダ（林内を移動できる集材機械）が１台導入された。また、スマー
ト林業の実現に向け先端技術の導入補助も行い、令和６年度はドローンや林内で使用できる通信機器が導入された。
【担い手の育成と確保】
県内の高校生を対象に林業就業体験を毎年開催しているほか、市内で活動する林業事業体に対する資格取得費や福利厚生費用の補助事業
を行っている。また、自伐林家を目指す人向けの伐木研修を毎年実施しており、延べ５４名が参加した。令和3年度には県内初の自伐林家で構
成する団体が発足している。この団体を含め、自伐林家・自伐型林業者の活動を支援する補助事業も行っている。
【森林の保全】
森林経営管理制度のもと、個人所有の手入れの行き届いていない山林を佐賀市が預かり管理する集積計画を進めている。計画では、切捨間伐を
主体とした施業を行うことで山林の水源涵養機能等の向上を図っている。令和６年度までに13.12haの切捨間伐を行った。

5．指標の達成状況に関する分析

【木材生産額】
　木材生産額については、目標達成率が１２２％となっている。ウッドショックをきっかけとして木材価格が上昇し、今なお一定の高値で推移している
ため、主伐が増加し、木材生産額が上昇したものと思われる。これを機に、森林所有者の山林への興味・関心を増進し、森林整備への支援を引き
続き行うことで、木材生産の一層の拡大に努めていく。
【民有林に占める保安林の割合】
　保安林の割合は2.5％上昇したものの、保安林に指定すると伐採の制限がかかることなどが障害となり、目標達成には至らなかった。災害防止や
水源かん養などの森林の多面的機能を発揮させ、市民の暮らしを守るために、特に大切な森林は保安林として保全していく必要がある。保安林指
定の目的や税制上の優遇などのメリットについて普及に努めながら、保安林の割合の向上に取り組んでいく。

6．今後の方向性（第3次佐賀市総合計画への反映など）


